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第１章 はじめに 

1-1 札幌市都市再開発方針とは 

（1） 都市再開発方針の主旨 

「札幌市都市再開発方針」とは、計画的に再開発を進める必要のある市街地の範囲や、その市

街地における再開発の目標と目標実現のための整備方針等を示す、再開発の長期的かつ総合的な

マスタープランです。 

本方針は、都市が抱える様々な課題に対応し、都市における健全な土地利用、都市機能の更新

及び価値の向上を目指して、計画的な再開発を促進するために策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（2） 都市再開発方針の役割 

本方針は、計画的な再開発が必要な市街地について、再開発の目標や支援の考え方などを示す

ことで、市民・企業・行政の「再開発によるまちづくり」に対する認識の共有を図り、それぞれ

が連携したまちづくりを推進する役割を持ちます。 

 

市民 

【まちづくりへの積極的な参加や理解の促進】 

再開発の目標や再開発に期待されるまちづくりの効果を示すことで、再開発への理解と関心

を深め、まちづくりへの積極的な参加を促進します。 

企業 

【民間投資の意欲向上】 

地区ごとの再開発促進の優先度や行政による支援の考え方、再開発に求められるまちづくり

への貢献などを明確にすることで、民間投資の意欲を高め、計画的な再開発を促進します。 

行政 

【関係部局が連携して取組を推進】 

地区ごとの再開発促進の優先度やその優先度に応じた支援の考え方について行政として認

識を統一することで、関係部局が連携して再開発に関する取組を推進します。 

図 1-1 再開発のイメージ 
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＜再開発の定義＞ 

「再開発」とは、本方針の上位計画に定める都市づくり１の理念や基本目標の実現のために、

都市を計画的な意図の下につくり変える行為を指し、市街地再開発事業をはじめとする多種多様

な手法が含まれます。 

 

再開発の手法の例 

市街地再開発事業 

細分化された土地利用の統合、不燃化された共同建築物の建築、公共施

設の整備と有効なオープンスペースの確保を一体的かつ総合的に行い、安

全で快適な都市環境を創造する事業 

優良建築物等整備事業 

市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給、防災拠点の整備等

に資するため、土地利用の共同化、高度化等に寄与する優良建築物等の整

備を行う事業 

緩和型土地利用 

計画制度等の運用 

良好な都市開発を誘導するため、都市計画法に基づく地区計画２や都市再

生特別地区３、建築基準法に基づく総合設計制度４などの運用による容積

率の最高限度の割増等を行う仕組み 

土地区画整理事業 

土地所有者が土地を公平に提供し合い、公共施設用地や事業費の一部を

生み出すことにより、道路・公園、宅地等を総合的・一体的に整備し、良好

な都市空間５を形成する事業 

公的ストックの後活用 
公共施設の移転や集約化に伴い生まれた余剰地や建築物の有効活用によ

り、地域のまちづくりに貢献する取組 

リノベーション 既存の建築物に対して新たな機能や価値を付け加える改修・改装 

本方針では、市街地が抱える様々な課題を解決するために、市民・企業・行政が連携して行う、主

に市街地再開発事業や優良建築物等整備事業などの手法による再開発を誘導します。 

 

 

  

 
１ 都市づくり：都市の物的な側面に着目した概念であり、都市空間の整備に関わる取組全般を表す。取組の対象としては、道路、建築物、公園などの人工的

な環境の整備と、みどりや水などの自然環境の整備を含む。なお、「都市づくり」に加え、社会制度・行政制度などの仕組みづくりや多様なコミュニティ活動

など幅広い内容を含む包括的な概念を「まちづくり」としている。 
２ 地区計画：地区の特性に合わせた良好な都市環境の維持・形成を図るため、区画道路、公園などの配置や建築物の用途、高さ、壁面の位置、敷地の規模な

ど、きめ細かな地区のルールを定める都市計画 
３ 都市再生特別地区：都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域内において、地域整備方針に即した建築物を誘導する必要があると認められる

区域に定めることができる。用途地域等に基づく用途や容積率等の制限を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度 
４ 総合設計制度：一定規模以上の敷地面積を有し、一定割合以上の敷地内空地（公開空地）を確保する建築計画に対して、計画を総合的に判断して、建築基

準法に基づく容積率と高さの制限を緩和できる制度。札幌市においては、容積率の緩和を行っている。 
５ 都市空間：ここでは、都市構造（「自然環境」、「都市基盤」などで構成されるもので、地理的な条件などを踏まえながら、自然環境の保全や、都市基盤の配置

などを市街地の中にどう設定するか、といった都市の構造）に基づき形成された都市の空間で、市民や企業の様々な活動が展開される場となる空間（人

の活動も考慮した都市の姿）をいう。 

図 1-2 市街地再開発事業と土地区画整理事業のイメージ 
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1-2 対象期間 

本方針の対象期間は、策定から令和１７年度（２０３５年度）までのおおむね１０年間としま

す。 

なお、今後の社会経済情勢の変化等に対応するため、上位計画の見直しや再開発の動向などを

踏まえ、必要に応じて見直します。 

 

1-3 位置づけ 

（1） 根拠法令 

本方針は、「都市計画法第７条の２」及び「都市再開発法第２条の３」６の規定により定めます。 

 

（2） 上位計画等との関係 

本方針は、「第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン７（以下「２次戦略ビジョン」という。）」、都

市づくりの全市的指針である「第３次札幌市都市計画マスタープラン８（以下「３次マスタープラ

ン」という。）、３次マスタープランの一部として策定された「第２次札幌市立地適正化計画９（「以

下「２次立地適正化計画」という。）を上位計画とします。 

市街地再開発事業、地区計画、道路、公園などを位置づける札幌市の都市計画は、３次マスタ

ープラン、本方針及びその他部門別計画に沿った内容で進めます。 

  

 
６ 都市計画法第７条の２及び「都市再開発法第２条の３：巻末参考資料を参照のこと（※今後掲載予定） 
７ 第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン：札幌市のまちづくりの指針であり、計画体系では最上位に位置づけられる「総合計画」。目指すべきまちの姿を描い

た＜ビジョン編＞と、主に行政が優先的・集中的に実施することを記載した＜戦略編＞で構成 
８ 第３次札幌市都市計画マスタープラン：札幌の目指すべき都市像の実現に向けた取組の方向性を全市的視点から整理し、都市づくりの総合性・一体性を

確保するとともに、今後の協働の都市づくりを推進するために市民・企業・行政等が共有する指針 
９ 第２次札幌市立地適正化計画：医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能を都市の拠点となるエリアに誘導しつつ、その周辺や公共交通の沿線に居住を

誘導するとともに、公共交通ネットワークの形成と連携した取組を進める「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを実現するための計画 
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図 1-3 本方針の位置づけ 
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（3） 都市再開発方針とＳＤＧｓとの関連 

札幌市は、ＳＤＧｓ１０の達成に向けた優れた提案が認められ、平成３０年（２０１８年）に内

閣府より「ＳＤＧｓ未来都市」として選定されており、札幌市全体としてＳＤＧｓの推進につな

がる取組を行うこととしています。 

本方針に基づく取組を推進することで、本方針との関連の深いＳＤＧｓの目標の達成に貢献し

ていきます。 

 

本方針に特に関連するＳＤＧｓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
１０ SDGｓ：Sustainable Development Goalsの略。平成２７年（２０１５年）９月の国連サミットで採択された令和１２年（２０３０年）までの世界共通の目

標である「持続可能な開発目標」のこと。「誰一人取り残さない」という理念の下、１７のゴール（目標）と１６９のターゲット（取組・手段）で構成され、全ての

主体が取り組む普遍的なもの 

図 1-4  ＳＤＧｓの１７のゴール 

（資料：国際連合広報センター） 
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1-4 都市計画に定める事項 

「都市再開発法」及び「都市計画運用指針１１」を踏まえ、札幌市の都市計画区域１２内の市街化区

域１３において、計画的な再開発が必要な「１号市街地」、重点的に再開発の誘導を図るべき「整備

促進地区」、特に一体的かつ総合的に再開発を促進すべき「２号地区」の範囲とこれらの地区の整

備方針を定めます。 

３層構造の地区指定とし、市街地における再開発の優先度を明確にするとともに地区ごとの支

援の考え方を示すことにより、優先度に応じた再開発に関する取組を推進します。 

 

表 1-1 本方針に定める地区の関係 

地区 地区の位置づけ 法の位置づけ 

１号 

市街地 

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図

るため、計画的な再開発が必要な市街地 

都市再開発法 

第２条の３（第１号） 

 
整備促進 

地区 

１号市街地のうち、重点的に再開発の誘導を図るべき地

区 
 

  
２号 

地区 

１号市街地のうち（※札幌市では整備促進地区のうち）、特

に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区 
都市再開発法 

第２条の３（第２号） 

 

 

図 1-5 地区の関係のイメージ 

  

 
１１ 都市計画運用指針：国土交通省が策定する、都市計画制度をどのように運用していくことが望ましいと考えているか、また、その具体の運用が、各制度の

趣旨からして、どのような考え方の下でなされることを想定しているか等についての原則的な考え方を示す指針 
１２ 都市計画区域：「一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域」として、都道府県が指定する区域。札幌市では、１１２，１２６ｈａの行

政区域のうち、南西部の国有林等の区域を除く５7,584ｈａが都市計画区域として指定されている（令和８年（２０２６年）３月時点））。 
１３ 市街化区域：都市計画区域のうち、既に市街地を形成している区域と、今後おおむね 10年以内に市街化を図るべき区域のこと 
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表 1-2 地区ごとに定める事項 

地区 
根拠法令等 

都市再開発法 都市計画運用指針等 

１号 

市街地 

当該都市計画区域内

にある計画的な再開

発が必要な市街地に

係る再開発の目標並

びに当該市街地の土

地の合理的かつ健全

な高度利用及び都市

機能の更新に関する

方針 

【再開発の目標】 

 都市構造１４の再編成、建築物の更新、都市環境の向上等に係る

基本目標を定めることが望ましい。 

【土地の高度利用及び都市機能の更新に関する方針】 

 例えば、次に掲げるような事項について定めることが望ましい。 

ア 適切な用途及び密度の確保、その他の適切な土地利用の実現に関す

る事項 

イ 主要な都市施設の整備に関する事項 

ウ 都市の環境、景観等の維持及び改善に関する事項 

エ その他土地の高度利用及び都市機能の更新に関して特に必要な事項 

 
整備促進 

地区 
 

【建設省通達（昭和５７年５月２７日付）】 

 本通達では、１号市街地の目標や方針の実現を図る上で特に効

果が大きいエリアを「戦略的地区」として定めることとしていた。

札幌市では、この通達を参考に整備促進地区を指定し、３層構造

の地区指定のもと、メリハリをつけて再開発に関する取組を推進。 

  
２号 

地区 

１号市街地のうち特に

一体的かつ総合的に

市街地の再開発を促

進すべき相当規模の

地区及び当該地区の

整備又は開発の計画

の概要 

【定めることが望ましい事項】 

・地区の再開発、整備等の主たる目標 

・用途、密度に関する基本方針、その他の土地利用計画の概要 

・建築物の更新の方針 

・都市施設及び地区施設の整備の方針 

【必要に応じて記述することが望ましい事項】 

・再開発の推進のため必要な公共及び民間の役割や条件整備等の

措置 

・実施予定の面整備事業等の計画の概要及び決定又は変更予定

の都市計画に関する事項 

・その他再開発の推進のために特記すべき事項 

 

 

 
１４ 都市構造：「自然環境」、「都市基盤」などで構成されるもので、地理的な条件などを踏まえながら、自然環境の保全や、都市基盤の配置などを市街地の中

にどう設定するか、といった都市の構造 
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